
 『令和５年度 富良野市物価高騰重点支援事業』 

 

物価高騰の影響を受けた世帯への支援として、住民税均等割のみ課税世帯に対し、１世帯あたり

10万円を支給します。富良野市より、支給対象となる世帯の世帯主の方へ「確認書」を送付します

ので、内容を確認・記入のうえ、同封の返信用封筒にて期限までに返送してください。 
 ※なお、富良野市で課税情報を確認できない方がいる世帯は確認書が届きません。（申請書の提出が必要です。） 
 

支給対象世帯確認フローチャート 
 

令和５年 12月１日現在、富良野市に住民登録している 

世帯である。（※支給対象者は世帯主となります。） 

 

 

 

令和５年度の「住民税均等割のみ課税世帯」である。 
※住民税均等割のみ課税世帯とは 

「住民税均等割のみ課税者で構成される世帯」または「住民税 

均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯」です。 

 

 

 

以下の要件のいずれにも該当している。 
① 世帯の全員が、「住民税均等割課税世帯である別の世帯」 

からの扶養を受けていない。 

② 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の 

者はいない。 

 

 

 

世帯の中に、令和５年１月２日以降に転入された方や、他市町村に課税権のある方がいる？ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

市から「確認書」が届きます。 

令和６年５月 31日（金）までに、同封の返信用封筒にて「確認書」を郵送してください。 
※封をする前に、必要書類がそろっているか確認をお願いします。受付後、不備がなければ、 

およそ３週間程度で振り込みます。振込日が決定しましたら、郵送にてお知らせします。 

 

 

【お問い合わせ先】富良野市保健福祉部高齢者福祉課（市複合庁舎２階⑤番窓口） 

              電話 （0167）39-2255 
 

★給付金を装った「振り込め詐欺」などの特殊詐欺に、じゅうぶんご注意ください★ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

対象外です。 

令和５年１２月１日現在に

住民登録していた市町村

へお尋ねください。 

対象外です。 

左記①②の両方に該当し

ない場合は、対象外です。 

なお、①に該当するかわか

らないときは、親族の方に

確認してください。 

いない いる 

いいえ 

市で課税情報を確認できないため、「申請書」を提出してください。 
※申請書は、市ホームページより印刷のうえ郵送いただくか、ご来庁の 

うえ、お手続きください。（申請期限は、令和６年５月 31日です。） 


